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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第６部門第１区分
【発行日】平成27年5月7日(2015.5.7)

【公開番号】特開2013-217794(P2013-217794A)
【公開日】平成25年10月24日(2013.10.24)
【年通号数】公開・登録公報2013-058
【出願番号】特願2012-89275(P2012-89275)
【国際特許分類】
   Ｇ０１Ｐ  15/125    (2006.01)
   Ｈ０１Ｌ  29/84     (2006.01)
   Ｂ８１Ｂ   3/00     (2006.01)
   Ｂ８１Ｃ   3/00     (2006.01)
   Ｇ０１Ｐ  15/08     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｇ０１Ｐ   15/125    　　　Ｚ
   Ｈ０１Ｌ   29/84     　　　Ｚ
   Ｂ８１Ｂ    3/00     　　　　
   Ｂ８１Ｃ    3/00     　　　　
   Ｇ０１Ｐ   15/08     　　　Ｐ

【手続補正書】
【提出日】平成27年3月23日(2015.3.23)
【手続補正１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１０
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１０】
　このような物理量センサーによれば、例えば陽極接合によって、基板と、第１可動体お
よび第２可動体となるシリコン基板と、を接合させる際に、シリコン基板が基板側に引っ
張られて基板に貼り付くことを抑制できる。その結果、このような物理量センサーは、高
い歩留まりを有することができる。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００８０
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００８０】
　次に、支持基板１０上に（凹部１４の底面１５に）、固定電極部４０，４２を形成する
。より具体的には、支持基板１０上の（凹部１４の底面１５の）、可動体２０と対向する
位置に固定電極部４０，４２を形成する。固定電極部４０，４２は、スパッタ法等により
底面１５上に導電層を成膜した後、当該導電層をフォトリソグラフィー技術およびエッチ
ング技術を用いてパターニングすることにより形成される。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００８２
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００８２】
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　図５に示すように、シリコン基板１１０を、例えば研削機によって研削して薄膜化した
後、所望の形状にパターニングして（加工して）、可動体２０、梁部３０，３２、および
固定部３４，３６を形成する。より具体的には、平面視において、ポスト部１６を境にし
て、一方側（－Ｘ軸方向側）に第１機能素子１０１の可動体２０を形成し、他方側（＋Ｘ
軸方向側）に第２機能素子１０２の可動体２０を形成する（図１参照）。可動体２０の可
動電極部２１，２２（図１参照）は、固定電極部４０，４２と対向するように形成される
。パターニングは、フォトリソグラフィー技術およびエッチング技術（ドライエッチング
）によって行われ、より具体的なエッチング技術として、ボッシュ（Ｂｏｓｃｈ）法を用
いることができる。本工程では、シリコン基板１１０をパターニング（エッチング）する
ことにより、可動体２０、梁部３０，３２、固定部３４，３６が一体的に形成される。ま
た、本工程において、例えば、ポスト部１６の上面（シリコン基板１１０が接合されてい
た面）は、露出される。
【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００８４
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００８４】
　物理量センサー１００の製造方法によれば、支持基板１０のポスト部１６上および枠部
１８上に、シリコン基板１１０を接合する。さらに、シリコン基板１１０を加工して、平
面視において、ポスト部１６を境にして、－Ｘ軸方向側に第１機能素子１０１の可動体２
０を形成し、＋Ｘ軸方向側に第２機能素子１０２の可動体２０を形成する。これにより、
例えば陽極接合によって、支持基板１０とシリコン基板１１０とを接合する際に、シリコ
ン基板１１０が支持基板１０側に引っ張られて支持基板１０に（凹部１４の底面１５に）
貼り付くことを抑制できる。また、例えば、シリコン基板が支持基板１０側に引っ張られ
てシリコン基板に撓みが生じることを抑制できる。その結果、高い歩留まりを有すること
ができる物理量センサー１００を得ることができる。
【手続補正５】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００９５
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００９５】
　固定部６２は、支持基板１０のポスト部１７ａに固定（接合）されている。第１機能素
子２０１において、固定部６２の数は、１つである。固定部６２は、図６に示すように平
面視において、固定部６２および可動体６４によって構成される構造体の重心Ｇと重なっ
て設けられている。固定部６２の平面形状は、例えば、長方形である。図６に示す例では
、ポスト部１７ａは、固定部６２の外縁の内側に位置している。固定部６２によって、可
動体６４は、支持基板１０の上方に間隙を介して支持されている。
【手続補正６】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０１２２
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０１２２】
　図１０に示すように、シリコン基板２１０を、例えば研削機によって研削して薄膜化し
た後、所望の形状にパターニングして（加工して）、固定部６２、可動体６４、固定電極
６９ａ，６９ｂ、およびストッパー部８０，８２，８４，８６を形成する。より具体的に
は、平面視において、ポスト部１６を境にして、一方側（－Ｘ軸方向側）に第１機能素子
２０１の可動体６４を形成し、他方側（＋Ｘ軸方向側）に第２機能素子２０２の可動体６
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４を形成する（図６参照）。可動電極部６８および固定電極部６９ａ，６９ｂは、互いに
対向するように形成される。パターニングは、フォトリソグラフィー技術およびエッチン
グ技術（ドライエッチング）によって行われ、より具体的なエッチング技術として、ボッ
シュ（Ｂｏｓｃｈ）法を用いることができる。本工程では、シリコン基板２１０をパター
ニング（エッチング）することにより、固定部６２および可動体６４が一体的に形成され
る。
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